
川島町の後援及び共催に関する事務処理要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、町以外のものが主催する講習会、講演会、展示会、競技会、記念

行事その他の行事（以下「行事」という。）に対して、町が後援又は共催（以下「後援

等」という。）をすることに関して必要な事項を定めるものとする。 

（区分） 

第２条 後援及び共催の区分は次のとおりとする。 

（１）後援 行為の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。 

（２）共催 行事の企画又は運営に参加し、責任の一部を負うことをいう。 

（審査基準） 

第３条 町が後援等をすることができる行事は、町の方針に合致し、町の施策の推進に

寄与するものと認められる事業とする。 

２ 行事が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町は、後援等をしない

ものとする。 

（１）政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれているもの 

（２）私的な利益を目的とするもの 

（３）主催者について、その存在が明確でないもの又はその事業遂行能力が十分でない

もの 

（４）参加者が極めて限られた範囲であるもの 

（５）参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料等の金額が、行事の実

施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの 

（６）その他町が後援等をすることが適当でないもの 

（（（（承認承認承認承認のののの手続等手続等手続等手続等））））    

第第第第４４４４条条条条    町町町町のののの後援等後援等後援等後援等をををを受受受受けようとするものにはけようとするものにはけようとするものにはけようとするものには、、、、様式第様式第様式第様式第１１１１号号号号のののの申請書申請書申請書申請書にににに行事行事行事行事のののの名称名称名称名称、、、、開開開開

催催催催のののの目的目的目的目的、、、、町町町町のののの後援等後援等後援等後援等をををを受受受受けたいけたいけたいけたい理由等必要事項理由等必要事項理由等必要事項理由等必要事項をををを記載記載記載記載のののの上上上上、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる書類書類書類書類をををを添付添付添付添付

してしてしてして提出提出提出提出させるものとするさせるものとするさせるものとするさせるものとする。。。。    

（（（（１１１１））））定款定款定款定款、、、、寄附行為寄附行為寄附行為寄附行為、、、、会則等会則等会則等会則等そのそのそのその団体団体団体団体のののの概要概要概要概要をををを示示示示すすすす書類書類書類書類    

（（（（２２２２））））役員及役員及役員及役員及びびびび事業関係者事業関係者事業関係者事業関係者のののの名簿名簿名簿名簿    

（（（（３３３３））））事業計画書等行事事業計画書等行事事業計画書等行事事業計画書等行事のののの目的目的目的目的、、、、内容等内容等内容等内容等がががが詳細詳細詳細詳細にににに分分分分かるかるかるかる書類書類書類書類    

（（（（４４４４））））行事行事行事行事にににに係係係係るるるる収支予算書収支予算書収支予算書収支予算書    

（（（（５５５５））））そのそのそのその他参考他参考他参考他参考となるとなるとなるとなる書類書類書類書類    

２  前項に規定する申請書の提出があった場合は、前条に規定する審査基準により審査

の上、町の後援等の承認するときは様式２号の承認通知書により、承認をしないとき

は様式第３号の不承認通知書により、申請者に通知するものとする。 

（承認の取消し） 

第５条 町の後援等の承認をした行事が当初の趣旨に反するなど町が後援等をすること



が不適当であると認めるに至ったときは、当該承認を取り消すものとする。 

（（（（事業実績報告書事業実績報告書事業実績報告書事業実績報告書））））    

第第第第６６６６条条条条    町町町町のののの後援等後援等後援等後援等のののの承認承認承認承認をしたをしたをしたをした行為行為行為行為がががが終了終了終了終了したときはしたときはしたときはしたときは、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに様式第様式第様式第様式第４４４４号号号号のののの行事実行事実行事実行事実

績報告書績報告書績報告書績報告書にににに行事行事行事行事のののの名称名称名称名称、、、、実施期日実施期日実施期日実施期日、、、、実実実実施内容等必要事項施内容等必要事項施内容等必要事項施内容等必要事項をををを記載記載記載記載のののの上上上上、、、、行事行事行事行事にににに関関関関するするするする収収収収

支報告書支報告書支報告書支報告書及及及及びびびび開催要項開催要項開催要項開催要項、、、、パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット等実施状況等実施状況等実施状況等実施状況がわかるがわかるがわかるがわかる書類書類書類書類をををを添付添付添付添付してしてしてして提出提出提出提出させるさせるさせるさせる

ものとするものとするものとするものとする。。。。    

（適用除外） 

第７条 国又は他の地方公共団体が主催する行事については、第４条から前条までの規

定は、適用しない。 

（政策推進課長への報告） 

第８条 （略） 

 

     附 則 

  この要領は、平成１５年８月１日から施行する。 

     附 則 

  この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

 


